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平成２７年５月１３日 

各  位 

会社名  ロンシール工業株式会社 

代表者名 代表取締役社長 門脇 進 

（コード番号 4224 東証第 2 部） 

問合せ先 執行役員人事・総務部長  

 三河 英次郎 

（ＴＥＬ．029－832－8801） 

 

定款の一部変更に関するお知らせ 

 
 当社は、平成２７年５月１３日開催の取締役会において、平成２７年６月２６日開催予定の第７２回

定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について付議することを決議いたしましたのでお知らせいた

します。 

記 

１．変更の理由 

（１）単元未満株式を所有されている株主の皆様の便宜をはかる目的で、単元未満株式買増制度を導入

するため、現行定款第７条（単元未満株式についての権利）に一部新設し、変更案第８条（単元

未満株式の買増し）を新設するものであります。 

（２）取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に対応した最適な経営体制を機動

的に構築し、さらにその経営体制の是非について、毎年株主の皆様のご判断を仰ぐことが可能と

なるよう、現行定款第 21 条（取締役の任期）の取締役の任期を２年から１年に変更するもので

あります。 

（３）当社定款におきましては、社外取締役および社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるよ

う、現行定款第 29 条（取締役の責任免除）および現行定款第 39 条（監査役の責任免除）を規定

しております。今般、会社法第 427 条の改正により責任限定を締結できる取締役および監査役の

範囲が拡大されたことに伴い、業務執行を行わない取締役および監査役についても期待される役

割を十分に発揮できるよう、現行定款第 29 条第２項および現行定款第 39 条第２項の規定を改正

するものであります。なお、現行定款第 29 条の改正に関しましては、各監査役の同意を得てお

ります。 

（４）資本政策および配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう変更案第 46 条（剰余金の配

当等の決定機関）を新設するものであります。 

（５）現行定款第 45 条（剰余金の配当）を変更案第 47 条（剰余金の配当の基準日）とし、２項を新設

し、中間配当をすることができるようにするものであります。 

（６）上記の変更に伴い、現行定款第 8 条から現行定款第 44 条までの条数を順次繰り下げ、現行定款

45 条と現行定款 46 条を 2 段階繰り下げるものであります。 

hirotaka-ono
FASF会員マーク
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２．変更の内容 

   変更内容は次のとおりであります。 

（下線は変更部分を示します） 

現行定款 変更案 

第２章 株  式 

第７条 （単元未満株式についての権利） 

    （条文省略） 

（１）（条文省略） 

    （２）（条文省略） 

    （３）（条文省略） 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第 21 条 （取締役の任期） 

     取締役の任期は、選任後２年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会終結の時までとする。 

 

第 29 条 （取締役の責任免除） 

    （条文省略） 

   ２．当会社は、会社法 427 条第１項の規定

により、社外取締役との間に、同法第 423

条第１項の賠償責任を限定する契約を締

結することができる。ただし、当該契約

に基づく賠償責任の限度額は、あらかじ

め定めた額または法令が規定する額のい

ずれか高い額とする。 

 

 

第２章 株  式 

第７条 （単元未満株式についての権利） 

（現行どおり） 

    （１）（現行どおり） 

    （２）（現行どおり） 

    （３）（現行どおり） 

    （４）次条に定める請求をする権利 

 

第８条 （単元未満株式の買増し） 

    当会社の株主は、株式取扱規則に定める

ところにより、その有する単元未満株式

の数と併せて単元株式数となる数の株式

を売り渡すことを請求することができ

る。 

 

第 22 条 （取締役の任期） 

     取締役の任期は、選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時株主総会終結の時までとする。 

 

第 30 条 （取締役の責任免除） 

    （現行どおり） 

   ２．当会社は、会社法 427 条第１項の規定

により、取締役（業務執行取締役等であ

るものを除く。）との間に、同法第 423 条

第１項の賠償責任を限定する契約を締結

することができる。ただし、当該契約に

基づく賠償責任の限度額は、あらかじめ

定めた額または法令が規定する額のいず

れか高い額とする。 
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現行定款 変更案 

第 39 条 （監査役の責任免除） 

    （条文省略） 

   ２．当会社は、会社法 427 条第１項の規定

により、社外監査役との間に、同法第 423

条第１項の賠償責任を限定する契約を締 

結することができる。ただし、当該契約

に基づく賠償責任の限度額は、あらかじ

め定めた額または法令が規定する額のい

ずれか高い額とする。 

 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

第 45 条 （剰余金の配当） 

     剰余金の配当は、毎年 3月 31 日の最終

の株主名簿に記載または記録された株主

または登録株式質権者に対し行う。 

                 以 上 

第 40 条 （監査役の責任免除） 

    （現行どおり） 

   ２．当会社は、会社法 427 条第１項の規定

により、監査役との間に、同法第 423 条

第１項の賠償責任を限定する契約を締結 

することができる。ただし、当該契約に

基づく賠償責任の限度額は、あらかじめ

定めた額または法令が規定する額のいず

れか高い額とする。 

 

第 46 条 （剰余金の配当等の決定機関） 

     当会社は、剰余金の配当等会社法第 459

条第１項各号に定める事項については、 

法令に別段の定めがある場合を除き、株 

主総会の決議によらず取締役会の決議に

よって定める。 

 

第 47 条 （剰余金の配当の基準日） 

     当会社の期末配当の基準日は、毎年 3

月 31 日とする。 

   ２．当会社は、9 月 30 日を基準日として中

間配当をすることができる。 

                 以 上 

以 上 

 


